
東京大学宇宙線研究所

２０２６年度放射線教育訓練

柏地区： ２０２６年５月２８日（木）

神岡地区： ２０２６年５月２９日（金）
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10:00～10:30 (新規) 10:40～11:10 (継続)

10:00～10:30 (新規) 10:40～11:10 (継続)



教育訓練の内容

⚫ 法令・予防規定

◼宇宙線研究所での放射線管理

⚫ 安全取扱い

◼放射線作業の注意事項

◼人体への影響

◼緊急時の措置

⚫ 神岡施設での放射線利用
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宇宙線研

以降、ページの右肩に注意

宇宙線研所属の研究者のみに該当

共同利用者宇宙線研外の共同利用者のみに該当

何もなし

すべての人に該当

神岡特殊規程神岡でDT,LINACを使う研究
者のみに該当する規程

宇宙線研一般規程全員に該当する規程

本スライドの
見方



東京大学所属の人が行う手続き等

⚫ 東京大学の放射線業務従事者になる

◼ 取扱者登録

◼ 新規取扱者を対象とし，東京大学全学で実施している「全学一
括講習会」を受講する（初回のみ1回）

◼ 過去に他機関等で放射線業務従事者であった場合，手続きを経て，上記
「全学一括講習会」が免除される場合がある．

◼ 講習を受講する場合も，免除の手続きをする場合も，総務放射線担当（
2026年度は葉手尻さん）へ

◼ 新規登録者向け健康診断

⚫ 部局講習会（教育訓練・いま受講中）を受講する（毎年）

⚫ 健康診断（半年毎）
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宇宙線研



宇宙線研究所の研究者が外部機関で
放射線の取扱いを行うとき

◼ 宇宙線研究所の内規を順守するとともに，その外部機
関の規定に沿った対応を取ることが必要。
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宇宙線研

←放射線業務従事者証明書
 教育訓練終了証明書

通常、その外部機関から
⚫ 放射線業務従事者証明書/教育訓練終了証明書(左)

⚫ 定期健康診断個人票
の提出が求められる。



共同利用者が行う手続き等

⚫ 自分が所属する機関での放射線従事者となる
◼所属機関での教育等

◼放射線業務従事者として登録されている証明書を宇
宙線研究所に提出(次スライド)

◼年に１回、宇宙線研の放射線の安全教育(いま受講
中)を受ける

⚫ 神岡でDT, LINACを利用する共同利用者

◼東京大学の放射線業務従事者登録を行って下さい

◼担当は，宇宙線研 総務 放射線担当者

◼ 2026年度は 柏：葉手尻，神岡：三井
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共同利用者



放射線業務従事者証明書の提出について
（共同利用者（宇宙線研メンバー以外）の方へ）

宇宙線研メンバー以外の方が宇宙線
研において放射線作業を行う場合は、
年に一度、「放射線作業従事承認書
兼放射線業務従事者証明書」を提出
してください。

様式は、
(word) https://www.icrr.u-tokyo.ac.jp/prwps/wp-conte
nt/uploads/2019/07/4_radiation-worker-j.docx

(pdf) https://www.icrr.u-tokyo.ac.jp/prwps/wp-content
/uploads/2019/07/radiation-worker-j.pdf

にあります。
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（神岡でＬＩＮＡＣ，ＤＴを使用する人を除く。ＬＩＮＡＣ、ＤＴを使用する人は東京大学の放射線
業務従事者に登録する必要がある。）

共同利用者
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使用時には

⚫ バッチを付けて

⚫ 記録簿に記入して，持ち出し

◼使用中は，自分だけでなく他人も被ばくすることが無
いように気を配る

⚫ 使用後に，保管庫へ返還

⚫ 記録簿へ記入

◼学外の共同利用の研究者の方へ

◼記録簿に加えて，メールにて使用前後に管理者まで，使用
線源，終了予定時刻，保管庫への返還終了などを連絡して
ください。
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法令・予防規程
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放射線取扱のルール

東京大学宇宙線研究所附属神岡宇宙素粒子研究施
設における法令で定める放射性同位元素、放射線発
生装置による放射線障害予防規程

東京大学宇宙線研究所放射線障害予防規程

宇宙線研で定めた内規。以降、「宇宙線研一般規程」と呼ぶ。

原子力規制委員会に届け出た規定。以降、「神岡特殊規程」と呼ぶ。

対象： 宇宙線研究所の教職員・学生・共同利用研究者、
その他宇宙線研究所（含む神岡施設）に立ち入るもので、
免除レベル以下の密封小線源、小型エックス線発生装置
の使用者

対象： LINAC / DT generatorの使用者、神岡施設内の
管理区域に立ち入るもの
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放射線利用管理

• 宇宙線研の研究者

– 東京大学が管理

• 宇宙線研の共同利用
研究者

神岡施設で LINAC, DT 
を使用する研究者

法令管理
神岡特殊規程

宇宙線研一般規程

⚫ 利用者としては、宇宙線研 (IPMU・理学系研究科含む)所属、他機関所属、LINAC/DT利用者
の3種類がある。

⚫ 全ての利用者は、宇宙線研一般規程に従う必要がある。
⚫ LINAC/DT利用者はそれに加えて、法令で管理されている神岡特殊規程に従う必要がある。



神岡施設の管理区域

⚫ 管理区域に立ち入る場合は、個人用
被ばく線量計を使用し、立入り記録
に記入すること。

⚫ 立入り前に教育訓練(本訓練)が必要

神岡特殊規程

管理区域： 放射線レベルが法令
に定められた値を超えるおそれの
ある区域。
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宇宙線研究所で取り扱える放射線

⚫ 免除レベル以下の密封小線源

⚫ LINAC, DT generator (原子力規制委員会に使用承
認申請を行った物。）

⚫ ＩＰＭＵ X線装置

神岡地区

⚫ 免除レベル以下の密封小線源

柏地区

現在の宇宙線研一般規程には密封小線源の強度の
下限の設定がないが、当面、日本アイソトープ協会か
ら購入した線源を「密封小線源」として取り扱う 13



規制対象下限値（免除レベル）

核種 数量（ＭＢｑ） 濃度（Ｂｑ/ｇ）
60Co 0.10 10
57Co 1 100
45Ca 10 10000
51Cr 10 1000
90Sr 0.01 100

137Cs 0.01 10
241Am 0.01 1
226Ra 0.01 10

ただし、既に保有している免除レベルを超えて3.7MBq以下の線源については、廃棄するとき
にのみ法の規制がかかる。他の核種については、電離則 第二条の２ を参照

http://www.nsr.go.jp/data/000045706.pdf 

規制対象下限値の例

放射性物質：規制対象下限値の数量と濃度の両方を超えるもの

14



放射線安全管理委員会（宇宙線研）

委員会は、研究所における小線源等の管理、使用、障
害防止計画等の安全管理に関する重要事項について
審議し、所長に助言するものとする。

委員会は次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 責任者
(2) 担当者
(3) 所長が必要と認めた者

宇宙線研一般規程
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管理体制（宇宙線研）

宇宙線研究所所長

事務部

放射線安全
管理委員会

放射線取扱責任者

高エネルギー宇宙線研究部
放射線管理担当者

放射線取扱者

宇宙ニュートリノ研究部
放射線管理担当者

宇宙基礎物理研究部
放射線管理担当者

放射線取扱者 放射線取扱者

竹田 敦

令和8年度(2026年度)担当者

竹田 敦

竹田 敦

﨏 隆志
小野 宜昭
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小野 宜昭﨏 隆志



放射線安全管理委員会（神岡）

委員会は、神岡施設における放射線安全管理の運営
維持に関する事項を審議する。

委員会は次の各号に掲げる者をもって構成する。
（１） 放射線取扱主任者
（２） 施設職員から若干名
（３） カブリ数物連携宇宙研究機構神岡分室職員から若干名
（４） 施設事務室係長
（５） カブリ数物連携宇宙研究機構神岡分室事務室係長
（６） 所長が必要と認めた者、若干名 

神岡特殊規程
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管理体制（神岡施設）

宇宙線研究所所長

神岡施設長 宇宙線研究所事務部

神岡施設事務掛

神岡施設
放射線安全委員会

放射線取扱主任者

管理責任者

管理担当者

放射線取扱者

竹田敦

竹田敦

田中秀和

令和8～9(2026～2027)年度担当者

塩澤真人
竹田敦
田中秀和
野口陽平
竹中陽佑 （神岡事務）
三井秀樹 （IPMU神岡事務）
前川良太（神岡鉱業）
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放射性同位元素等又は放射線
発生装置の安全取扱い
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放射線作業の注意事項

⚫ 被ばくを最小限に抑える。（時間・距離・遮へい）

⚫ 放射線作業時や管理区域立ち入りの際には個
人用被ばく線量計を使用する。（一時立ち入り者
で１００マイクロシーベルトを超えるおそれのな
い場合は省略可能）

◼ ガラスバッジ

◼ポケット線量計

◼熱ルミネッセンス線量計

⚫ LINAC / DT generator、密封小線源を使用する際
には記録簿に記入。

⚫ 管理区域に立ち入る際には記録簿に記入。 20



他の研究機関での放射線作業

⚫ 宇宙線研究所教職員の全ての被ばく管理は宇宙線研
究所で行う必要がある。（電離則）

⚫ 他の研究機関などで行う放射線作業に関しても宇宙線
研究所に被ばく線量を報告してください。

⚫ 被ばく線量を測定する線量計はいずれのものでもよい。

◼ 可能であれば宇宙線研究所支給のガラスバッジを使用する。

◼ 熱ルミネッセンス線量計、ポケット線量計などでも可。

◼ 中性子線源の場合には中性子対応の線量計を用いる。

◼ 宇宙線研究所支給のガラスバッジ以外を用いた際には、

月に１回被ばく線量の報告を行ってください。
◼ 研究グループ→管理担当者→取扱主任者

◼ 報告するフォーム等、詳細は取扱主任者へ問い合わせてください。
21

宇宙線研



放射線業務従事者の線量限度

⚫ １つでも超えてはいけない。
⚫ 前年度の被ばく量が５ミリシーベルト以下であり、その年に５ミリシー
ベルトを越えるおそれがない場合には問診のみの健康診断で良い。 22

実効線量限度 等価線量限度

男子 100 mSv/5年
50 mSv/年

眼の水晶体 100 mSv/5年
50 mSv/年

皮膚 500 mSv/年

下記以外の女子 5 mSv/3月 (男子と同じ)

妊娠中
(本人の申し出から出産
まで)

1 mSv/出産まで 腹部の表面(～出産まで)
2 mSv

妊娠の意思のない旨を
申しでた者

100 mSv/5年
50 mSv/年
(男子と同じ)

(男子と同じ)

妊娠不能と診断された者

2021年4月1日から改正規則の施行。それ以前は、150 mSv/年 のみだった。

等価線量: 吸収線量(Gy) に放射線の種類ごとに定められた放射線荷重係数を乗じたもの
実効線量: 等価線量に組織別に定められた組織荷重係数を乗じて合計したもの



人体への影響
⚫ 実効線量(Sv)： 人体への影響を考慮

⚫ 自然放射線 = 1.5mSv/年(日本平均)

⚫ 医療被ばく = 2.3mSv/年(日本平均)

⚫ 一般公衆の線量限度=1mSv/年(自然放射線、医療を除く)

⚫ 短時間での大量な被ばくの影響

◼ <200mSv (全身):  臨床症状が確認されない

◼ 3000～5000mSv (全身): 50%の人が死亡

◼ 7000～10000mSv (全身): 100%の人が死亡

⚫ 1MBqのβ線源から1m離れた場所: 約30Sv/h(皮膚)

⚫ 1MBqのγ線源から1m離れた場所: 約0.3Sv/h(全身)

◼ コバルト60: 0.3Sv/h、セシウム137: 0.1Sv/h
(成田⇔NY 飛行機往復 0.2mSv) 23



ICRR支給のガラスバッジ

⚫ 宇宙線研究所支給のガラスバッジは、１か月単位で使
用の開始と使用の停止が可能。

⚫ 使用開始・停止を行う場合には、前月の１５日までに事
務室に申し込みを行ってください。

◼ 柏キャンパス： 総務係

◼ 神岡施設： 神岡事務室

24
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共同利用者



小線源等の使用

(1)  使用に際して、放射線測定器により密封状態が正
常であることを確認すること。

(2)  しゃへい壁その他しゃへい物により適正なしゃへい
を行うこと。

(3)  放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(4)  小線源等の使用中にその場を離れる場合は、容器
及び使用場所に所定の標識を付け、必要に応じて柵
等を設け、注意事項を明示する等、事故発生の防止
措置を講ずること。

25



小線源の保管

(1) 小線源は、標識を付した所定の貯蔵箱に保管して、
担当者がこれを管理すること。

(2) 取扱者が小線源を貯蔵箱から持ち出す時は、担当
者又は責任者の 許可(*) を得ること。

(3) 取扱者が小線源を使用した後は、これを貯蔵箱に返
納し、その旨を担当者又は責任者に 報告(*) すること。

(4)貯蔵箱は小線源を保管中に、これをみだりに持ち運
ぶことができないようにするための措置を講ずること。

(*)： 通常は、記録簿に適切な記入をすることにより、許可と報告を行っているとみ
なしています。小線源の不適切な使用があった場合には、その使用者等に関して
個別に許可・報告を要求する場合があります。

26

⚫ 学外の共同利用の研究者の方へ

⚫ 記録簿に加えて、メールにて使用前後に管理者まで、使用線源、終了
予定時刻、保管庫への返還終了などを連絡してください。



密封小線源保管場所（柏１Ｆ）

27

神岡グループ
プレハブ小屋

金庫内に保管

EV3

機械室

入口

WC

(man)

階段
WC

(HC)



密封小線源保管場所（柏地下2F）

28

金庫内に保管

柏地下2F低バックグラウンド実験室



密封小線源保管場所（神岡）
坑内

準備室横

第２純水装置室

計算機棟

電気室

空調室

計算機

玄関
電気室階段下

それぞれの場所で金庫内に保管。 29



密封小線源使用記録簿

使用開始時、返却時に記録すること。
30

竹田  敦  



線源使用時の注意

⚫ 高圧・低圧環境、低温環境で使用する場合は、必ず 
線源の仕様を確認すること。
⚫ 汚染の可能性がある場合は必ず管理担当者、管理
責任者、取扱主任者（取扱責任者）に連絡すること。
⚫ 汚染場所は明示し、他の人が立ち入らないようにして、
汚染の拡大を防ぐこと。

31



緊急時の措置（１）

⚫ 宇宙線研究所安全衛生緊急連絡網（最新）に沿
って連絡を行って下さい。

◼放射線担当： 竹田 敦 （０５７８－８５－９６１０）
 E-mail: takeda@km.icrr.u-tokyo.ac.jp

⚫ 放射線に関わる異常事態が発生した場合

◼発見者は、災害の拡大防止に努める。

◼火災・地震などによる被害、線源の所在不明、汚染物の漏
えい、異常な被ばく又はそのおそれ、放射線障害の発生又
はそのおそれ、その他不測の事態

◼緊急連絡網で管理担当者、管理責任者、取扱主任
者（取扱責任者）に連絡。

◼主任者→施設長、所長→学内外関連機関、原子力規制庁32



緊急時の措置（２）

◼ 以下の場合には速やかに健康診断を受診する。

◼小線源や汚染物を飲み込み又は体内摂取した場合

◼実効線量で５ミリシーベルト又は等価線量限度を超
えて放射線に被ばくした場合、またはそのおそれが
ある場合

◼ 地震、火災等の災害が発生した場合（神岡施設）

◼神岡施設緊急連絡網により連絡

◼必要に応じて施設、設備等の点検を実施

◼※ ここで言う「地震」は震度５以上の地震を差す
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神岡施設での放射線利用
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神岡施設での放射線利用（共同利用）

⚫ 年に１回、放射線の安全教育(いま受講中)を受けてくだ
さい。

⚫ LINAC, DT generator を使用する人は、東京大学の放
射線作業従事者としての登録を行って下さい。

⚫ 免除レベル以下の密封小線源のみ使用する場合には、
所属元で放射線業務従事者として登録されている証明
書を提出して下さい。

⚫ 免除レベル以下の密封小線源を坑内実験サイトに持ち
込む場合には事前に放射線責任者に問い合わせてくだ
さい。

◼ 免除レベルを超える放射性物質は使用できない。

⚫ 放射線責任者：竹田敦（takeda@km.icrr.u-tokyo.ac.jp)
35
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神岡施設が保有する放射線源

⚫ d-T中性子発生装置 (DT generator)

◼密封トリチウム線源 １７１ＧＢｑ

◼直線加速装置 100 keV重水素、60マイクロA

⚫ 直線加速装置 (LINAC)

◼ 15 MeV電子、200 nA

※ 使用の際には管理者に連絡をしてください．

原子力規制委員会から使用の許可を受けている。

36

神岡特殊規程



放射線源の使用

⚫ 加速する粒子、エネルギー、強度は使用承認証に記載
された範囲とする。

⚫ 使用に先立ちここに定める規程の他、関連する内規マ
ニュアル等を理解し、それを遵守しなければならない。

⚫ 使用記録簿に、使用者、使用時間、使用の内容を記録
すること。

⚫ 中性子発生装置は、スーパーカミオカンデのタンク水中
でのみ使用することとし、水タンクに水が満たされている
状態で使用すること。

⚫ 中性子発生装置は１週間あたりに発生させるパルスは
１００，０００パルスを超えないこと。 (2011年6月から）

神岡施特殊規程
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放射線源の保管

⚫ 密封トリチウム線源（中性子発生装置に内蔵）は、使用
時以外は監理区域内 (極微弱放射線発生装置室内また
は偏向電磁石２) に保管し、出入口扉に施錠すること。

神岡特殊規程
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極微弱放射線発生装置室

偏向電磁石2



LINACの使用記録簿
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神岡施特殊規程



DT generatorの使用記録簿
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神岡施特殊規程



DT generatorの保管記録簿
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神岡施特殊規程



管理区域立ち入り記録簿(1)
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神岡施特殊規程



管理区域立ち入り記録簿(2)
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神岡施特殊規程



Backup
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最近の宇宙線研一般規程・神岡特殊規程の更新

45

⚫ 2023年8月
⚫ 2023年10月1日の法令改正で測定器の信頼性確保に関する対応が追加された
ため、それに合わせて規程を更新した。

⚫ 特に神岡特殊規定では定期的に放射線管理区域周りの放射線レベルの測定を
実施しているが、その際に使用される測定器の定期点検の項目を追加した。

⚫ 2021年3月
⚫ 2021年4月1日の法令改正で、眼の水晶体の被ばく限度等の見直しがされたの
に合わせて規程を更新した。

⚫ 眼の水晶体に受ける等価線量の引き下げ: 

1年間に150mSv以内 → 5年間に100mSv以内および1年間に50mSv以内

⚫ 2019年8月
⚫ 2017年4月14日公布の改正放射線障害防止法によって、2019年9月1日より法
令名称が変更になった。規程内でこの名称が使われている部分の名称の変更 「
放射線同位元素等による放射線の防止に関する法律」→「放射性同位元素等の
規制に関する法律」



放射線関連の事故例
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原子力規制委員会のサイトで
公表されているもの

https://www.nra.go.jp/in

dex.html

https://www.nra.go.jp/index.html
https://www.nra.go.jp/index.html
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